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出光興産株式会社による昭和シェル石油株式会社の株式取得及びＪＸ

ホールディングス株式会社による東燃ゼネラル石油株式会社の株式取

得に関する審査結果について 

平成２８年１２月１９日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，出光興産株式会社（法人番号9010001011318）（以下「出光」と

いう。）による昭和シェル石油株式会社（法人番号5010401014535）（以下「昭和シェ

ル」という。）の株式取得（以下「出光統合」という。）及びＪＸホールディングス

株式会社（法人番号9010001131743）（以下「ＪＸＨＤ」という。）による東燃ゼネラ

ル石油株式会社（法人番号2010401015916）（以下「東燃ゼネラル」という。）の株式

取得（以下「ＪＸ統合」という。）について，出光及びＪＸＨＤからそれぞれ独占禁

止法の規定に基づく計画届出書の提出を受け，審査を行ってきたところ，当事会社が

申し出た問題解消措置を講じることを前提とすれば，一定の取引分野における競争を

実質的に制限することとはならないと認められたので，出光及びＪＸＨＤに対し，排

除措置命令を行わない旨の通知を行い，本件審査を終了した。 

第１ 本件の概要 

１ 出光統合 

出光統合は，出光が，昭和シェルの株式に係る議決権を２０％を超えて取得す

ることを計画しているものである。 

２ ＪＸ統合 

ＪＸ統合は，ＪＸＨＤが，東燃ゼネラルの株式に係る議決権を５０％を超えて

取得することを計画しているものである。 

第２  本件の経緯 

１ 出光統合 

平成２７年１２月１６日 株式取得に関する計画の届出の受理（第１次審査の

開始） 

平成２８年 １月１５日 報告等の要請（第２次審査の開始） 

１２月 １日 全ての報告等の受理 

（意見聴取の通知期限：平成２９年３月２日） 

１２月１９日 排除措置命令を行わない旨の通知 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 
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２ ＪＸ統合 

平成２８年 ２月２９日 株式取得に関する計画の届出の受理（第１次審査の

開始） 

３月３０日 報告等の要請（第２次審査の開始） 

１１月３０日 全ての報告等の受理 

（意見聴取の通知期限：平成２９年３月１日） 

１２月１９日 排除措置命令を行わない旨の通知 

第３ 結論 

公正取引委員会は，当事会社が当委員会に申し出た問題解消措置を講じること

を前提とすれば，出光統合及びＪＸ統合が一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとはならないと判断した（審査結果の詳細については別紙参照）。 



本件審査の概要図（単独行動）

単独行動によって，競争を実質的に制限することとはならないと判断
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逸脱監視が容易 報復が容易

本件審査の概要図（協調的行動）

統合前

協調的行動によって，競争を実質的に制限することとなると判断

統合後
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需要者からの競争圧力：×

灯油元売市場

輸入，参入圧力：×
隣接市場からの競争圧力：△
需要者からの競争圧力：×

軽油元売市場

輸入，参入圧力：×
隣接市場からの競争圧力：×
需要者からの競争圧力：×
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本件審査の概要図（協調的行動）

当事会社による，輸入促進措置（石油備蓄義務の肩代わり措置等），
競争事業者の競争力維持のための措置等を内容とする問題解消措置の
申出

問題解消措置を講じることを前提とすれば，競争を実質的に制限する
こととはならないと判断

（注）ガソリン，灯油，軽油及びＡ重油の各元売業のほか，プロパン及びブタンの各元売業に
ついても，協調的行動により，競争を実質的に制限することとなると判断した。当事会社
からはそれらの商品についても問題解消措置の申出を受けており，当該問題解消措置を前
提とすれば，プロパン及びブタンの各元売業についても競争を実質的に制限することとは
ならないと判断した。

５
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出光興産株式会社による昭和シェル石油株式会社の株式取得及びＪＸ

ホールディングス株式会社による東燃ゼネラル石油株式会社の株式取

得に関する審査結果について 

 

第１ 当事会社 

１ 出光興産株式会社による昭和シェル石油株式会社の株式取得 

出光興産株式会社（以下「出光」といい，同社と既に結合関係が形成されてい

る企業の集団を「出光グループ」という。）及び昭和シェル石油株式会社（以下

「昭和シェル」といい，同社と既に結合関係が形成されている企業の集団を「昭

和シェルグループ」という。また，出光と昭和シェルを併せて「出光統合当事会

社」といい，出光グループと昭和シェルグループを併せて「出光統合グループ」

という。）は，主に石油製品の製造販売を営む会社である。 

 

２ ＪＸホールディングス株式会社による東燃ゼネラル石油株式会社の株式取得 

ＪＸホールディングス株式会社（以下「ＪＸＨＤ」といい，同社と既に結合関

係が形成されている企業の集団を「ＪＸグループ」という。）を最終親会社とす

るＪＸエネルギー株式会社（法人番号4010001133876）（以下「ＪＸ」という。）

及び東燃ゼネラル石油株式会社（以下「東燃ゼネラル」といい，同社と既に結合

関係が形成されている企業の集団を「東燃ゼネラルグループ」という。また，Ｊ

Ｘと東燃ゼネラルを併せて「ＪＸ統合当事会社」といい，ＪＸグループと東燃ゼ

ネラルグループを併せて「ＪＸ統合グループ」という。）は，主に石油製品の製

造販売を営む会社である。 

以下，出光統合当事会社，ＪＸＨＤ及びＪＸ統合当事会社を併せて「当事会社」

といい，出光統合グループ及びＪＸ統合グループを併せて「当事会社グループ」

という。 

 

第２ 本件の概要及び関係法条 

１ 出光統合 

出光が，昭和シェルの株式に係る議決権を２０％を超えて取得すること（以下

「出光統合」という。）を計画しているものである1，2。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

２ ＪＸ統合 

ＪＸＨＤが，東燃ゼネラルの株式に係る議決権を５０％を超えて取得すること

                         
1 当該株式取得については，議決権の過半数を取得するものではないが，出光統合当事会社から「少数株式取得で

あり事業活動を一体的に行う程度は限定的である」との主張がなされていないため，出光統合当事会社が完全に

一体化して事業活動を行うことを前提として審査を行っている。 
2 出光統合当事会社は，実行予定時期は未定であるが，合併を基本方針とする経営統合を予定している。 

別紙 
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（以下「ＪＸ統合」という。）を計画しているものである3。 

関係法条は，独占禁止法第１０条である。 

 

第３ 本件審査の経緯等 

１ 本件審査の経緯 

(1) 出光統合 

出光統合当事会社は，平成２７年７月以降，出光統合が競争を実質的に制限

することとはならないと考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委員

会に提出し，当委員会は，出光統合当事会社の求めに応じて，出光統合当事会

社との間で数次にわたり会合を持った。その後，同年１２月１６日に出光から，

独占禁止法の規定に基づき出光統合に係る株式取得計画の届出書が提出され

たため，当委員会はこれを受理し，第１次審査を開始した。当委員会は，上記

届出書その他の出光統合当事会社から提出された資料を踏まえつつ，第１次審

査を進めた結果，より詳細な審査が必要であると認められたことから，平成２

８年１月１５日に出光に対し報告等の要請を行い，第２次審査を開始するとと

もに，同日，第２次審査を開始したこと及び第三者からの意見書を受け付ける

ことを公表した。 

第２次審査において，当委員会は，出光統合当事会社の求めに応じて，出光

統合当事会社との間で数次にわたり会合を持ち論点等の説明及び議論を行っ

た。また，出光から順次提出された報告等のほか，競争事業者，需要者等に対

するヒアリング及び書面調査の結果等を踏まえて，出光統合が競争に与える影

響について審査を進めた。 

なお，出光に対する報告等の要請については，平成２８年１２月１日に提出

された報告等をもって，全ての報告等が提出された。 

 

(2) ＪＸ統合 

ＪＸ統合当事会社は，平成２７年１２月以降，ＪＸ統合が競争を実質的に制

限することとはならないと考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委

員会に提出し，当委員会は，ＪＸ統合当事会社の求めに応じて，ＪＸ統合当事

会社との間で数次にわたり会合を持った。その後，平成２８年２月２９日にＪ

ＸＨＤから，独占禁止法の規定に基づきＪＸ統合に係る株式取得計画の届出書

が提出されたため，当委員会はこれを受理し，第１次審査を開始した。当委員

会は，上記届出書その他のＪＸ統合当事会社から提出された資料を踏まえつつ，

第１次審査を進めた結果，より詳細な審査が必要であると認められたことから，

同年３月３０日にＪＸＨＤに対し報告等の要請を行い，第２次審査を開始する

とともに，同日，第２次審査を開始したこと及び第三者からの意見書を受け付

                         
3 ＪＸ統合グループは，当該株式取得と同時に，ＪＸを存続会社，東燃ゼネラルを消滅会社とする合併を行うこ

ととしている。 
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けることを公表した。 

第２次審査において，当委員会は，ＪＸ統合当事会社の求めに応じて，ＪＸ

統合当事会社との間で数次にわたり会合を持ち論点等の説明及び議論を行っ

た。また，ＪＸＨＤから順次提出された報告等のほか，競争事業者，需要者等

に対するヒアリング及び書面調査の結果等を踏まえて，ＪＸ統合が競争に与え

る影響について審査を進めた。 

なお，ＪＸＨＤに対する報告等の要請については，平成２８年１１月３０日

に提出された報告等をもって，全ての報告等が提出された。 

 

２ 審査手法 

   出光統合及びＪＸ統合（以下,併せて「本件両統合」という。）が同時期に行わ

れるため，出光統合についてはＪＸ統合を踏まえて，ＪＸ統合については出光統

合を踏まえて検討を行った。 

 

３ 審査結果の概要 

公正取引委員会は，当事会社が競合又は取引関係に立つ約４５の取引分野につ

いて審査を行い，そのうちプロパンガス（詳細は後記第４の１参照），ブタンガ

ス（同），ガソリン，灯油，軽油及びＡ重油の各元売業については当事会社が当

委員会に申し出た問題解消措置を前提とすれば，本件両統合が競争を実質的に制

限することとはならないと判断した。上記各元売業に関する審査結果は，後記第

４から第８のとおりである。 

上記各元売業以外の取引分野については，いずれも本件両統合により競争を実

質的に制限することとはならないと判断した。 

 

第４ プロパン元売業及びブタン元売業 

１ 概要 

液化石油ガスは，プロパンガス及びブタンガス等の比較的液化しやすいガスの

総称であり，主成分がプロパンのものをプロパンガス（以下，単に「プロパン」

という。），主成分がブタンのものをブタンガス（以下，単に「ブタン」という。）

という（以下，液化石油ガスのうちプロパン及びブタンを併せて「ＬＰガス」と

いう。）。プロパンは主に家庭用・業務用燃料として，ブタンは主に工業用燃料

として使用されている。 

当事会社グループにおいては，出光が５１％出資するアストモスエネルギー株

式会社（法人番号5010001030404）（以下「ＡＥ」という。），ＪＸの子会社であ

るＥＮＥＯＳグローブ株式会社（法人番号1010001090889）（以下「ＥＧ」とい

う。）及び株式会社ジャパンガスエナジー（法人番号5010401081187）（以下「Ｊ

ＧＥ」といい，ＥＧと併せて「ＥＧ等」という。）並びに昭和シェル及び東燃ゼ

ネラルが各２５％を出資するジクシス株式会社（法人番号2010401099579）（以下
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「ジクシス」という。）が，それぞれＬＰガス元売業を行っている。 

したがって，本件両統合後，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社は，それ

ぞれ複数のＬＰガス元売業者に出資することとなる。 

本件両統合が行われた場合の出資関係は下図のとおりとなる。 

 

  【出資関係図】 

 
    

２ 一定の取引分野 

(1) 商品範囲 

ＬＰガスは，主成分の違いにより，プロパンとブタンに分類されるが，主な

用途が異なること，沸点が異なるため物流・保管・最終需要者における使用に

係る設備が異なること等から，両者間の需要の代替性は限定的であると考えら

れる。また，プロパンとブタンは製造設備・方法が異なることから供給の代替

性は認められない。 

したがって，商品範囲を「プロパン」及び「ブタン」として画定した。 

 

(2) 地理的範囲 

ＬＰガスについては，元売業者と卸売業者との取引価格は，通常，一定の算

出式（以下「フォーミュラ」という。）に基づいて決定され，卸売業者は，日

本全国どこでもおおむね同じような価格で購入することができるものの，輸送

費の観点から，輸送範囲は，おおむね製油所又は輸入基地（一次基地）が所在

する地域ブロック（北海道，東北，関東，中部，近畿，中国，四国，九州及び

沖縄）内であること等から，地域ブロックごとにＬＰガスの元売市場が形成さ
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れている可能性も考えられる。したがって，地理的範囲を「日本全国」及び「地

域ブロック」として重層的に画定した。 

 

３ 競争の実質的制限についての検討 

(1) 結合関係及び協調的関係 

ＬＰガス元売業に関しては，本件両統合により，前記１の出資関係図のとお

り出資関係に変動が生じる結果，ジクシス，ＡＥ及びＥＧ等（以下「ＬＰガス

元売４社」という。）との間で結合関係が形成されることから，ＬＰガス元売

４社間に協調的関係が生じるかが問題となる。 

ジクシスの役員及び従業員（以下「役員等」という。）は，ジクシスの株主

４社からの出向者のみで構成され，かつ，ジクシスに出向している役員等（以

下「出向役員等」という。）は出向元の人事権に服しているため，ジクシスの

利益とともに出向元の利益を図るインセンティブを持つ。そのため，本件両統

合による出資関係の変動を通じて，出向役員等がジクシスと出向元である出光

統合当事会社又はＪＸ統合当事会社の双方との共通の利益を図るという状況

が生じることから，ＬＰガス元売４社が競争回避的な行動等の協調的行動を採

るインセンティブ（以下「協調インセンティブ」という。）が生じると考えら

れる。 

また，本件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社の双方が，

ジクシスに役員等を出向させること及びジクシスの株主間契約に基づき一定

の拒否権を持つことから，ジクシスの事業活動全般に関与することが可能とな

り，共にジクシスの事業活動上の意思決定に重要な影響を及ぼし得ると考えら

れる。 

さらに，本件両統合による出資関係の変動により，ジクシスとＡＥ，ジクシ

スとＥＧ等の利害が共通化すること及びＬＰガス元売４社に協調インセン

ティブが生じることから，ＡＥ及びＥＧ等が，相互にジクシスとの協調的行動

を妨げることが期待できないと考えられる。 

加えて，ＬＰガス元売業者が保有する卸売業者への販売価格等の情報は，直

ちに陳腐化する情報ではないところ，出向役員等が出向元である出光統合当事

会社及びＪＸ統合当事会社に復帰した後，ＡＥ及びＥＧ等に異動することで，

かかる情報がＬＰガス元売４社で共有されるおそれがある。 

以上から，ＬＰガス元売４社間で協調的関係が生じる蓋然性が高いと考えら

れる。 

 

(2) 協調的行動を容易にするその他の事情 

ＬＰガスは，商品の同質性及び費用条件の類似性が認められる商品であるこ

と，各ＬＰガス元売業者が関連会社としてＬＰガス卸売業者を持ち，当該卸売

業者が自社の関連会社たるＬＰガス元売業者及びそれ以外のＬＰガス元売業
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者からの複数購買を通じて他社の価格情報を入手し得ること等から，ＬＰガス

元売業者が，互いの行動を高い確度で予測することが容易であり，協調的な行

動に関する共通認識に至ることが容易であると考えられる。 

また，ＬＰガスについては小口・定期の取引が行われているため，例えば，

あるＬＰガス元売業者が卸売価格を引き下げて売上げの拡大を図るといった

逸脱行為を行うことによって得られる利益が小さいため，協調的行動を採る誘

因が大きいと考えられる。 

さらに，小口・定期の取引が行われているため逸脱行為を監視することが一

定程度可能であると考えられること及びＬＰガス元売４社には十分な供給余

力があるため相互に報復することも容易であると考えられることから，協調的

行動を採る誘因が大きいと考えられる。 

以上から，ＬＰガス元売４社間で協調的行動が採られる蓋然性が高いと考え

られる。 

 

(3) 協調的行動に対する牽制力 

ＬＰガス元売４社について協調的関係が生じた場合，ＬＰガス元売業におけ

る合算市場シェアは日本全国で８０％前後，地域ブロックによっては９０％を

超える地域が複数存在するなど，高度に寡占的な市場が現出する。そのため，

少なくともＬＰガス元売４社の合算市場シェアが９０％を超える地域ブロッ

ク又は競争事業者が単独で輸入基地等を保有しない地域ブロックのようにＬ

Ｐガス元売４社以外の競争事業者の供給余力が十分でないと考えられる地域

ブロックにおいては，競争事業者からの牽制力が十分機能しないと考えられる。 

また，ＬＰガスの競合品（電気，都市ガス等）による隣接市場からの競争圧

力は一定程度働くものの，切替えに要するコスト及び期間を踏まえれば大幅な

切替えは困難であると考えられること並びにＬＰガス元売４社の競争事業者

の供給余力が十分でないと考えられる地域においては，需要者にとってＬＰガ

ス元売４社以外の調達先の選択肢が限られることから，隣接市場及び需要者か

らの競争圧力はいずれも協調的行動に対する牽制力としては十分機能しない

と考えられる。 

 

(4) 経済分析 

ア 概要 

本件両統合において，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社がそれぞれ

ジクシスに対して２５％を出資することになるという出資関係の変化が，各

ＬＰガス元売業者のプロパンの販売価格にいかなる影響をもたらすかを分

析するため，株主と企業の間の持分関係及び支配関係を考慮した上でのシ
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ミュレーション分析4（以下「本分析」という。）を行った5。 

 

イ 需要モデル 

本分析を行うに当たっては，需要モデルにＡＩＤＳ（Ａｌｍｏｓｔ Ｉｄ

ｅａｌ Ｄｅｍａｎｄ Ｓｙｓｔｅｍ）モデル6を簡略化したＰＣＡＩＤＳ

（Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌｌｙ－Ｃａｌｉｂｒａｔｅｄ ＡＩＤＳ）モデ

ル7を使用した。ＰＣＡＩＤＳモデルにおいては，各ＬＰガス元売業者の売上

高シェアのほか，市場全体でみた需要の自己価格弾力性及び基準となる任意

の１社の需要の自己価格弾力性を用いて，需要システムを推計することがで

きる。 

なお，市場全体でみた需要の自己価格弾力性については，操作変数法を用

いて需要関数を推定することにより得た。本分析においては，基準となる任

意の１社をＡＥとし，同社の需要の自己価格弾力性については，同社のプラ

イスコストマージンの逆数として計算した。 

 

ウ 株主と企業の関係のシミュレーションモデルへの当てはめ 

ＰＣＡＩＤＳモデルの需要システムに基づいて本分析を行うに当たって

は，株主と企業の間の持分関係及び支配関係の考え方をシミュレーションモ

デルに組み込んだ8。すなわち，ＰＣＡＩＤＳモデルの需要システムの下で，

あるＬＰガス元売業者jの経営者が直面する最適化問題は以下の（Ａ）式で

表されるとした9，10。 

ݔܽ݉	
ೕ

ߨ ߞߨ
ஷ

, ߞ   ൌ
∑ ߰߶∈Աೕ

∑ ߰߶∈Աೕ
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ሺAሻ 

また，（Ａ）式の最適化に係る一階の条件は以下の（Ｂ）式のとおりとな

る11。 

                         
4 企業結合審査における経済分析において，需要関数等を推定し，企業結合に伴う各商品の価格上昇率等を予測す

る分析方法は合併シミュレーションと呼ばれるが，本件両統合においては，ＬＰガス元売４社が統合するわけで

はなく，出資関係に変化が生じるのみであるので，単にシミュレーション分析と呼称している。 
5 本件両統合により出資関係に変動が生じる点は，プロパン及びブタンで共通しているところ，本分析において

はプロパンを分析対象として取り上げた。 
6 A. Deaton and J. Muellbauer, “An Almost Ideal Demand System,” American Economic Review, 70, 1980, 

pp.312-326. 
7 R. J. Epstein and D. L. Rubinfeld, “Merger Simulation: A Simplified Approach with New Applications,” 

Antitrust Law Journal, 69, 2001, pp.883-919. 
8 D. P. O’Brien and S. C. Salop, “Competitive Effects of Partial Ownership: Financial Interest and 

Corporate Control,” Antitrust Law Journal, 67, 2000, pp.559-614. 
9 J. Azar, M. C. Schmalz and I. Tecu, “Anti-Competitive Effects of Common Ownership,” University of 

Michigan Ross School of Business Working Paper No.1235, 2015. 
10 （Ａ）式においては，ＬＰガス元売業者 j の利潤をߨ，株主 iによるＬＰガス元売業者 j株式の持分比率を߶，
株主 iがＬＰガス元売業者 jの経営に対して及ぼす影響力を߰，ＬＰガス元売業者 j の全株主の集合をԱとして

表している。なお，ＬＰガス元売業者 j のプロパンの販売価格を，需要関数をܳ，全ＬＰガス元売業者の販売価

格をまとめたベクトルをܘ，プロパンの費用関数をܥ，利潤ߨ ൌ ሻܘܳሺ െ  。ሻ൧とするܘൣܳሺܥ
11 （Ｂ）式においては，ＬＰガス元売業者 j の売上高シェアをݓ，ＬＰガス元売業者 j のプロパンの販売価格が
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そして，（Ｂ）式を用いて本件両統合後における各ＬＰガス元売業者につ

いての最適化に係る一階の条件を求め，本件両統合前後における価格比の自

然対数値に係る連立方程式として解くことにより，当該価格比の自然対数値

が解として得られる。 

 

エ シミュレーション結果 

前記ウのとおり，連立方程式を解くことにより得られた本件両統合前後に

おける価格比から，プロパンの価格変化率が計算できる。シミュレーション

によって計算された価格変化率は，ＬＰガス元売業者ごとにまちまちであり，

各種条件の設定値等にも左右されるが，価格変化率が最大となるＬＰガス元

売業者については，２％程度から６％程度価格が上昇するという結果となっ

た12。 

 

(5) 独占禁止法上の評価 

本件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社は，ＬＰガス元

売４社の協調的行動を通じて，プロパン元売業及びブタン元売業に関する一定

の取引分野における競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

第５ ガソリン元売業 

１ 概要等 

(1) 概要 

ガソリンは，主にガソリンエンジンの燃料に用いられ，オクタン価によって，

ハイオクガソリンとレギュラーガソリンの２種類に分けられる。ガソリンは，

可燃性のある危険物であり，日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）及び揮

発油等の品質の確保等に関する法律（昭和５１年法律第８８号。以下「品確法」

という。）において，厳格な品質規格が定められており，当該規格に適合しな

いガソリンの販売は禁止されている。 

 

(2) 商流  

ガソリンは，①石油元売会社から，系列特約店13及び系列販売店14に対し，特

                         
変化するときのＬＰガス元売業者 kの需要の価格弾力性（自己又は交差価格弾力性）をߟとして表している。 
12 ただし，本分析のように企業結合審査においてシミュレーション分析を用いる際は，当該分析の結果が，一連

の仮定の上に成り立っていることを認識する必要がある。したがって，本分析のシミュレーション結果は，本件両

統合の効果に関する決定的な結論ではなく，定性的な調査結果を補完するものとして位置付けられる。 
13 石油元売会社から商標の使用許諾を受け，石油元売会社との間で直接ガソリンを購入する契約を締結している

事業者 
14 石油元売会社から商標の使用許諾を受けている販売店 
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約店契約に基づいて，石油元売会社の商標を掲げて運営するサービスステー

ション（以下「ＳＳ」といい，石油元売会社の商標を掲げるＳＳを「系列ＳＳ」

という。）において販売するために供給される場合（系列ルート），②系列ルー

ト以外の流通経路で，商社等を通じて，商社系プライベートブランド（以下「Ｐ

Ｂ」という。）ＳＳ，独立系ＰＢＳＳ（系列ＳＳ，商社系ＰＢＳＳ及び全農15系

ＰＢＳＳ以外のＳＳをいう。），全農系ＰＢＳＳ等16において販売される場合

（非系列ルート。以下，非系列ルートで販売されるガソリンを「非系列玉」と

いう。），③官公庁や運送会社等の需要家に対して直接販売される場合がある。 

 

２ 一定の取引分野 

(1) 商品範囲 

ガソリンの主な需要者である一般消費者は，基本的には自己の保有する自動

車の仕様に応じてハイオクガソリンとレギュラーガソリンを使用しているが，

自動車の仕様の枠を超えて双方を使用している者もいるため，ハイオクガソリ

ンとレギュラーガソリンの間には，一定程度の需要の代替性が認められる。ま

た，供給の代替性について，各石油元売会社は，原油を精製することによって，

ハイオクガソリン及びレギュラーガソリンの双方を生産でき，かつ，需要動向

に応じて双方の生産数量を調整することができるため，供給の代替性が認めら

れる。 

したがって，商品範囲を「ガソリン」として画定した。 

 

(2) 地理的範囲 

各石油元売会社は，系列ＳＳを通じて全国にガソリンを供給できる仕組み・

能力を有していること及び都道府県ごとの小売市況の影響を受けないフォー

ミュラによってガソリンの卸売価格を決定していることから，地理的範囲を

「日本全国」として画定した。 

 

３ 競争の実質的制限についての検討 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

(ｱ) 市場シェア及びその順位 

本件両統合により，ガソリン元売業について，出光統合当事会社の合算

市場シェア・順位は約３０％・第２位，ＨＨＩの増分は約５００となり，

また，ＪＸ統合当事会社の合算市場シェア・順位は約５０％・第１位，Ｈ

ＨＩの増分は約１，１００となり，いずれも水平型企業結合のセーフハー

バー基準に該当しない。 

                         
15 全国農業協同組合連合会をいう。 
16 系列ルート以外の流通経路で系列ＳＳに流入する場合がある。 
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【平成２６年度におけるガソリン元売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＪＸ 約３５％ 

２ 東燃ゼネラル 約１５％ 

３ 昭和シェル 約１５％ 

４ 出光 約１５％ 

５ Ｄ社 約１０％ 

６ Ｅ社 ０－５％ 

 その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

(ｲ) 競争事業者の状況 

出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社は，共に十分な供給余力を有し

ており，相互に有力な競争事業者となると考えられる。他方，市場シェア

が約１０％のＤ社については，供給余力が限定的であること，本件両統合

を契機とする物流網の再編によるバーター契約17の解消などにより，物流

コストが増加し，日本全国における競争力を維持することが困難になるお

それがあることから，競争圧力は限定的と考えられる。 

 

イ 輸入 

ガソリンを輸入する事業者は，石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５

０年法律第９６号）に基づく備蓄義務18を負うため，備蓄義務の履行に要す

る費用19が生じるほか，石油元売会社以外の事業者は，輸入を受入れ可能な

港湾20やタンク21が限られるといった物理的な障壁が存在する。 

また，ヒアリングによれば，石油元売会社からの石油製品の調達依存度が

高い事業者は，輸入を行うことにより石油元売会社と競合する関係に立つこ

とから，輸入を躊躇することがあるとのことである。 

さらに，石油元売会社以外の事業者が輸入するガソリンの数量と，日本国

内におけるガソリン卸売価格22の関係についてインパルス反応関数分析23を

                         
17 石油元売会社間で，いずれか一方のみが製油所又は油槽所を有している地域において，同種・同量の石油製品

を相互に融通する取引をいう。 
18 石油精製業者等（石油精製業者，特定石油販売業者及び石油輸入業者）は，石油の急激な価格変動や戦争など

による石油需給量の変化に備えて，石油基準備蓄量以上の石油を常時保有しなければならない。 
19 輸入した石油を貯蔵・備蓄しておくためのタンクの維持・管理等の費用 
20 輸入時に使用されるサイズのタンカーが着桟可能である必要がある。 
21 石油基準備蓄量を常時保有するための容量が必要となる。 
22 石油情報センターが公表している。 
23 推定されたベクトル自己回帰モデルを前提として，ある変数におけるショック（変動）があった場合に，他方の

変数が当該ショック（変動）にどのように反応するかを検証する分析手法である。本件においては，平成２２年１

月から同２７年１０月までの石油元売会社以外の事業者が輸入するガソリンの数量及び日本国内におけるガソリ
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実施し，当該事業者の輸入数量に生じたショック（変動）が，日本国内にお

けるガソリン卸売価格にもたらす影響をグラフ化して検証したところ，当該

事業者の輸入数量におけるショック（変動）は，日本国内におけるガソリン

卸売価格に有意な影響24をもたらしていないという結果となった。 

以上から，輸入圧力は働かないと考えられる。 

  

ウ 需要者からの競争圧力 

本件両統合により，ガソリンの需給ギャップが一定程度解消され，非系列

玉は減少する可能性が高いものの，需給ギャップを完全に解消することは困

難であるため，引き続き一定量の非系列玉が流通すると考えられる。また，

ガソリンは同質的な商品であることから，価格競争になりやすく，各石油元

売会社は，自社の系列ＳＳが他社の系列ＳＳに売り負けないよう，特約店か

らの値下げ要求にある程度応じざるを得ず，一定の価格引下げ圧力が働くと

考えられる。 

したがって，需要者から一定程度の競争圧力が働くと考えられる。 

 

エ 小括 

以上のとおり，十分な供給余力を持つ有力な競争事業者が存在すること及

び需要者から一定程度の競争圧力が働くことから，本件両統合により，出光

統合当事会社及びＪＸ統合当事会社が，単独行動によって，ガソリン元売業

に関する一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならな

いと考えられる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

本件両統合により，①競争事業者の数が減少すること，②同質的な商品であ

り，販売条件について競争する余地が少ないこと，③コスト構造が類似するこ

と，④業界紙による通知価格の掲載等により，各石油元売会社は適時に他社の

通知価格の変動状況等に係る情報を入手できることから，互いの行動を高い確

度で予測できるようになると考えられる事情が認められる。また，ヒアリング

等によれば，競争事業者及び需要者においても，競争が緩和され収益改善が図

られることが望ましいという共通認識を持っていたことからすると，協調的な

行動に関する共通認識に到達することが容易であると考えられる。 

また，上記①及び④からすると，協調的行動からの逸脱監視が容易と考えら

れる。 

さらに，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社はいずれも十分な供給余力

を有しており，報復行為を容易に行うことができると考えられる一方，市場

                         
ン卸売価格のデータを利用した。 
24 有意水準は５％である。 
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シェアが約１０％のＤ社については，供給余力が限定的であること，本件両統

合を契機とする物流網の再編によるバーター契約の解消などにより，物流コス

トが増加し，日本全国における競争力を維持することが困難になるおそれがあ

ることから，競争圧力は限定的と考えられる。 

加えて，各石油元売会社が協調的に価格を引き上げた場合，需要者は，他に

十分な調達先の選択肢がなく，価格引上げを受け入れざるを得ないと考えられ

るため，需要者からの競争圧力は働かないと考えられる。 

    以上のとおり，協調的行動を採ることとなる事情が認められることから，本

件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社が，自社以外の競争

事業者との協調的行動によって，ガソリン元売業に関する一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

(3) 独占禁止法上の評価 

本件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社は，自社以外の

競争事業者との協調的行動によって，ガソリン元売業に関する一定の取引分野

における競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

第６ 灯油元売業 

１ 概要等 

(1) 概要 

灯油は，主に暖房器具や給湯器の燃料に用いられ，ガソリンと同様，ＪＩＳ

及び品確法において，厳格な品質規格が定められており，当該規格に適合しな

い灯油の販売は禁止されている。 

 

(2) 商流 

灯油の商流は，前記第５の１(2)のガソリンの商流とおおむね同じであるが，

ＳＳ以外のホームセンター，生活協同組合（以下「生協」という。），薪炭店
25等の小売業者を通じて，一般消費者に販売される場合がある。 

 

２ 一定の取引分野 

(1) 商品範囲 

灯油は，ＪＩＳにおいて，硫黄分の違い等により，１号（暖房器具・給油器

用）と２号（石油発動機用，溶剤用，機械洗浄用）に分けて定められている。

しかし，２号灯油は，需要の減退を受け，現在は製造販売されていない。 

したがって，商品範囲を「灯油」として画定した。 

 

                         
25 灯油，ＬＰガス，炭，薪といった燃料や米穀等の小売を行っている店をいう。 
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(2) 地理的範囲 

灯油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記第５の

２(2)のとおり，地理的範囲を「日本全国」として画定した。 

 

３ 競争の実質的制限についての検討 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

(ｱ) 市場シェア及びその順位 

本件両統合により，灯油元売業について，出光統合当事会社の合算市場

シェア・順位は約３５％・第２位，ＨＨＩの増分は約６００となり，また，

ＪＸ統合当事会社の合算市場シェア・順位は約５０％・第１位，ＨＨＩの

増分は約９００となり，いずれも水平型企業結合のセーフハーバー基準に

該当しない。 

 

【平成２６年度における灯油元売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＪＸ 約３５％ 

２ 出光 約２０％ 

３ 昭和シェル 約１５％ 

４ 東燃ゼネラル 約１５％ 

５ Ｆ社 約１０％ 

 その他 約５％ 

合計 １００％ 

 

(ｲ) 競争事業者の状況 

 灯油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記第

５の３(1)ア(ｲ)のとおり，有力な競争事業者は，相互に出光統合当事会社

及びＪＸ統合当事会社の１社である。 

 

イ 輸入 

灯油についても，ガソリンと同様の事情が認められる26ことから，前記第

５の３(1)イのとおり，輸入圧力は働かないと考えられる。 

 

ウ 隣接市場からの競争圧力 

灯油は主に暖房器具・給湯器の燃料として使用されるところ，これらを，

                         
26 経済分析はガソリンに関してのみ行っているため，経済分析結果を除く。この点は，軽油及びＡ重油について

も同様である。 
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電気，都市ガス等を熱源とする暖房器具・給湯器に切り替えることができる。 

したがって，電気，都市ガス等といった競合品による隣接市場からの競争

圧力が一定程度働いていると考えられる。 

 

エ 需要者からの競争圧力 

灯油についても，前記第５の３(1)ウのガソリンと同様の事情が認められ

ることに加え，ホームセンター，生協，薪炭店等の小売業者は，石油元売会

社の商標を使用していないため，取引先の変更が比較的容易であり，一定の

価格引下げ圧力が機能すると考えられる。 

したがって，需要者から一定程度の競争圧力が働くと考えられる。 

 

オ 小括 

以上のとおり，十分な供給余力を持つ有力な競争事業者が存在すること並

びに隣接市場及び需要者から一定程度の競争圧力が働くことから，本件両統

合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社が，単独行動によって，

灯油元売業に関する一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

とはならないと考えられる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

灯油についても，前記第５の３(2)のガソリンと同様の事情が認められる。 

また，灯油の競合品（電気，都市ガス等）による隣接市場からの競争圧力は

一定程度働くものの，切替えに要するコスト及び期間を踏まえれば直ちに大幅

な切替えを行うことは困難であると考えられることから，協調的行動に対する

牽制力としては十分に機能しないと考えられる。 

したがって，本件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社が，

自社以外の競争事業者との協調的行動によって，灯油元売業に関する一定の取

引分野における競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

(3) 独占禁止法上の評価 

本件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社は，自社以外の

競争事業者との協調的行動によって，灯油元売業に関する一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

第７ 軽油元売業 

１ 概要等 

(1) 概要 

軽油は，主にディーゼルエンジンや，船舶・艦艇用のガスタービンエンジン

の燃料に用いられ，ガソリンと同様，ＪＩＳ及び品確法において，厳格な品質
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規格が定められており，当該規格に適合しない軽油の販売は禁止されている。 

 

(2) 商流 

 軽油の商流は，前記第５の１(2)のガソリンの商流とおおむね同じであるが，

ガソリンと比較すると，ＳＳを介さずに特約店や商社等を通じて直接運送会社

等の需要家に販売される割合が多い。また，「フリート系特約店」と呼ばれる

軽油販売に力を入れる事業者の販売割合が増加している。 

 

２ 一定の取引分野 

(1) 商品範囲 

軽油は，ＪＩＳにおいて，流動点の違いにより，５種類に分類され，季節に

より使い分けられている。したがって，各種軽油の間の需要の代替性は限定的

であると考えられる。他方，供給の代替性について，各石油元売会社は，原油

を精製して，全ての種類の軽油を生産しており，かつ，基材の留分及び基材と

添加剤の配合を変更させることで各種軽油の生産を切り替えることができる

ため，各種軽油の間に供給の代替性が認められる。 

したがって，商品範囲を「軽油」として画定した。 

 

(2) 地理的範囲 

軽油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記第５の

２(2)のとおり，地理的範囲を「日本全国」として画定した。 

 

３ 競争の実質的制限についての検討 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

(ｱ) 市場シェア及びその順位 

本件両統合により，軽油元売業について，出光統合当事会社の合算市場

シェア・順位は約３５％・第２位，ＨＨＩの増分は約６００となり，また，

ＪＸ統合当事会社の合算市場シェア・順位は約４５％・第１位，ＨＨＩの

増分は約６００となり，いずれも水平型企業結合のセーフハーバー基準に

該当しない。 
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【平成２６年度における軽油元売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＪＸ 約３５％ 

２ 出光 約２０％ 

３ 昭和シェル 約１５％ 

４ Ｇ社 約１０％ 

５ 東燃ゼネラル 約１０％ 

 その他 約１０％ 

合計 １００％ 

 

(ｲ) 競争事業者の状況 

軽油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記第

５の３(1)ア(ｲ)のとおり，有力な競争事業者は，相互に出光統合当事会社

及びＪＸ統合当事会社の１社である。 

 

イ 輸入 

軽油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記第５

の３(1)イのとおり，輸入圧力は働かないと考えられる。 

 

ウ 需要者からの競争圧力 

軽油についても，前記第５の３(1)ウのガソリンと同様の事情が認められ

ることに加え，特約店等がＳＳを介さずに運送会社等の需要家に直接販売す

る場合は，ＳＳを通じた販売と異なり，販売に際して石油元売会社の商標を

使用しないため，特約店等にとっては取引先の変更が比較的容易であり，一

定の価格引下げ圧力が機能すると考えられる。 

したがって，需要者から一定程度の競争圧力が働くと考えられる。 

 

エ 小括 

以上のとおり，十分な供給余力を持つ有力な競争事業者が存在すること及

び需要者から一定程度の競争圧力が働くことから，本件両統合により，出光

統合当事会社及びＪＸ統合当事会社が，単独行動によって，軽油元売業に関

する一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと

考えられる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

軽油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記第５の

３(2)のとおり，本件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社

が，自社以外の競争事業者との協調的行動によって，軽油元売業に関する一定
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の取引分野における競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

(3) 独占禁止法上の評価 

本件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社は，自社以外の

競争事業者との協調的行動によって，軽油元売業に関する一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

第８ Ａ重油元売業 

１ 概要等 

(1) 概要 

Ａ重油は，主に工業用ボイラー，ビル暖房，船舶用ディーゼルエンジン，ビ

ニールハウス暖房等の燃料に用いられ，ガソリンと同様，ＪＩＳにおいて，厳

格な品質規格が定められており，当該規格に適合しないＡ重油の販売は禁止さ

れている。 

 

(2) 商流 

Ａ重油は，①特約店，商社等を通じて販売される場合，②石油元売会社から

需要家に対して直接販売される場合がある。Ａ重油は，一般家庭では使用され

ないため，ＳＳで一般消費者向けには販売されていない。 

 

２ 一定の取引分野 

(1) 商品範囲 

重油は，ＪＩＳにおいて，動粘度によりＡ重油，Ｂ重油27及びＣ重油に分類

され，さらにＡ重油は，硫黄分の違いにより１号と２号に分類される。Ａ重油

及びＣ重油は，価格や品質が異なることから，需要の代替性は認められない。

また，需要家は，硫黄分に応じて１号Ａ重油と２号Ａ重油を選択していること

から１号Ａ重油と２号Ａ重油の間に需要の代替性は認められない。他方，供給

の代替性について，１号Ａ重油と２号Ａ重油は，基材である軽油留分の割合を

変更させるのみで両者の生産を容易に切り替えることができることから，１号

Ａ重油と２号Ａ重油の間に供給の代替性が認められる。 

したがって，商品範囲を「Ａ重油」として画定した。 

 

(2) 地理的範囲 

Ａ重油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記第５

の２(2)のとおり，地理的範囲を「日本全国」として画定した。 

 

                         
27 ただし，現在，Ｂ重油は生産されていないため，検討対象としていない。 
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３ 競争の実質的制限についての検討 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

ア 当事会社の地位及び競争事業者の状況 

(ｱ) 市場シェア及びその順位 

本件両統合により，Ａ重油元売業について，出光統合当事会社の合算市

場シェア・順位は約４０％・第２位，ＨＨＩの増分は約７００となり，ま

た，ＪＸ統合当事会社の合算市場シェア・順位は約５０％・第１位，ＨＨ

Ｉの増分は約７００となり，いずれも水平型企業結合のセーフハーバー基

準に該当しない。 

 

【平成２６年度におけるＡ重油元売業の市場シェア】 

順位 会社名 市場シェア 

１ ＪＸ 約４０％ 

２ 出光 約２５％ 

３ 昭和シェル 約１５％ 

４ Ｈ社 約１５％ 

５ 東燃ゼネラル 約１０％ 

 その他 ０－５％ 

合計 １００％ 

 

(ｲ) 競争事業者の状況 

Ａ重油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記

第５の３(1)ア(ｲ)のとおり，有力な競争事業者は，相互に出光統合当事会

社及びＪＸ統合当事会社の１社である。 

 

イ 輸入 

Ａ重油についても，ガソリンと同様の事情が認められることから，前記第

５の３(1)イのとおり，輸入圧力は働かないと考えられる。 

 

ウ 隣接市場からの競争圧力 

Ａ重油は，大部分が工場，ショッピングセンター，病院，ホテル等におけ

るボイラーの燃料として使用されるところ，これらは，電気，都市ガス等を

熱源とするボイラーに切り替えることができる。 

したがって，電気，都市ガス等といった競合品による隣接市場からの競争

圧力が一定程度働いていると考えられる。 

 

エ 需要者からの競争圧力 

Ａ重油の販売においては，ＳＳを介さず，石油元売会社，特約店等から需
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要家に直接販売されるところ，販売に際して石油元売会社の商標を使用しな

いため，特約店等にとっては，取引先の変更が比較的容易であり，一定の価

格引下げ圧力が機能すると考えられる。 

したがって，需要者から一定程度の競争圧力が働くと考えられる。 

 

オ 小括 

以上のとおり，十分な供給余力を持つ有力な競争事業者が存在すること，

隣接市場及び需要者から一定程度の競争圧力が働くことから，本件両統合に

より，当事会社が，単独行動によって，Ａ重油元売業に関する一定の取引分

野における競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

Ａ重油についても，第５の３(2)のガソリンと同様の事情が認められる。 

また，Ａ重油の競合品（電気，都市ガス等）による隣接市場からの競争圧力

は一定程度働くものの，切替えコスト・期間を踏まえると，直ちに大幅な切替

えを行うことは困難であると考えられることから，協調的行動に対する牽制力

としては十分に機能しないと考えられる。 

したがって，本件両統合により出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社が，

自社以外の競争事業者との協調的行動によって，Ａ重油元売業に関する一定の

取引分野における競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

(3) 独占禁止法上の評価 

本件両統合により，出光統合当事会社及びＪＸ統合当事会社は，自社以外の

競争事業者との協調的行動によって，Ａ重油元売業に関する一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限することとなると考えられる。 

 

第９ 当事会社による問題解消措置の申出 

前記第４ないし第８についての問題点の指摘を行ったところ，当事会社から，

それぞれ次の問題解消措置（以下「本件問題解消措置」という。）の申出を受け

た28。 

１ ＬＰガス元売業に関する問題解消措置 

公正取引委員会が，当事会社に対し，前記第４の１の出資関係図のとおり，出

資関係が変動し，ＬＰガス元売４社の間に協調インセンティブが生じ，協調的行

動を採ることにより，ＬＰガス元売業に関して競争を実質的に制限することとな

る旨の問題点を指摘したところ，当事会社から，以下の措置の申出を受けた。 

                         
28 第９の１ないし３の措置のほか，ＪＸＨＤ及びＪＸ統合当事会社から，ＪＸが毎月実施している当月分の石油

製品（主燃油）の卸価格についてのプレスリリース及びこれに係る記者会見を実施しない旨の措置の申出を受け

ている。 
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(1) 出光統合当事会社 

出光統合当事会社は，出光統合の実行日から９か月以内に，①昭和シェルが

保有するジクシス株式について，出資比率を２０％に引き下げるための株式譲

渡契約を締結し，当該契約締結日から３か月以内に当該株式の譲渡を実行する。 

また，出光統合当事会社は，出光統合の実行日から９か月以内に，②昭和シェ

ルからの出向者であるジクシス役員を辞任させ，以後，出向先における役員を

非常勤監査役１名に限定する。 

さらに，出光統合当事会社は，出光統合の実行日から，③昭和シェルが，同

社からの出向役員等に対する出光統合実行日以後の人事評価に関与しない，④

株主として会社法上認められる権利を超えた権利を行使しない，⑤ジクシスに

対する工場生産品の供給を継続する，⑥設備の賃貸を継続する，及び⑦情報遮

断措置の実施に係る措置を採る。 

 

(2) ＪＸ統合当事会社 

ＪＸ統合当事会社は，ＪＸ統合実行日から６か月以内に，①東燃ゼネラルが

保有するジクシス株式全ての譲渡に係る契約を締結し，当該契約締結日から３

か月以内に当該株式の譲渡を実行する。 

また，ＪＸ統合当事会社は，遅くともＪＸ統合実行日から１年以内に，②ジ

クシスに出向している出向役員等を全員引き揚げる。 

さらに，ＪＸ統合当事会社は，ＪＸ統合実行日から，③ジクシスへの出向役

員等に対する人事評価に関与しない，④ジクシスに対する工場生産品の供給を

継続する，⑤ジクシスに対する基地提供を継続する，及び⑥情報遮断措置の実

施に係る措置を採る。 

 

２ 主燃油の元売業に関する問題解消措置 

当事会社に対し，ガソリン，灯油，軽油及びＡ重油（以下，４商品を併せて「主

燃油」という。）の各元売業において，協調的行動が採られ，輸入圧力等の競争

圧力が働かないため，競争を実質的に制限することとなる旨の問題点を指摘した

ところ，当事会社から以下の措置の申出を受けた。 

(1) 輸入促進措置（備蓄義務の肩代わり） 

当事会社は，石油元売会社以外の事業者が主燃油の輸入を行った際に課せら

れる備蓄義務について，当事会社が自社で保有する原油又は主燃油在庫を活用

し，備蓄義務を肩代わりする（以下「本件肩代わり措置」という。）。 

当事会社は，油種ごとに，石油元売会社以外の事業者によって輸入される数

量が内需の１０％に相当する数量になるまで備蓄義務の肩代わりを行い，本件

肩代わり措置の利用者（以下「措置利用者」という。）は，タンクの維持管理

に係るコストベースの本件肩代わり措置の委託料を，当事会社に支払う。また，

当事会社は，本件肩代わり措置に関する情報について，本件肩代わり措置を行
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う部署と主燃油の販売業務を行う部署との間における情報遮断措置を実施す

る。 

 

(2) 輸入促進措置（不利益取扱いをしないことの確約） 

当事会社は，取引先に対して，主燃油の輸入を行ったことを理由として，主

燃油の販売取引において不利益を与えないことを当委員会に確約し，その旨周

知する。 

 

３ その他の問題解消措置（競争事業者の競争力維持のための措置） 

当委員会が，当事会社に対し，競争事業者とのバーター取引の解消等により，

競争事業者からの競争圧力が減少するおそれがある旨の問題点を指摘したとこ

ろ，競争事業者の競争力を維持するため，当事会社からは現行のバーター取引の

維持等に係る措置の申出を受けた。 

 

第１０ 問題解消措置に対する評価 

１ ＬＰガス元売業に関する措置 

(1) 評価 

出光統合当事会社の申し出た措置によれば，出光統合当事会社のジクシスの

意思決定に及ぼす影響力が低下すること，出資比率が２０％に引き下げられる

ことにより利害の共通化の程度が低下すること及びジクシスとＡＥとの間で

競争上センシティブな情報が共有されないような措置が採られることから，出

光統合後も，ジクシスとＡＥが一定程度独立した競争単位として事業活動を行

うと考えられる。 

また，ＪＸＨＤ及びＪＸ統合当事会社の申し出た措置によれば，ジクシスと

の出資関係が解消され，出向役員等を全員引き揚げるため，ジクシスの意思決

定に及ぼす影響力が無くなり，利害の共通化も解消されること及びジクシスと

ＥＧ等との間で競争上センシティブな情報が共有されないような措置が採ら

れることから，ＪＸ統合後も，ジクシスとＥＧ等が独立した競争単位として事

業活動を行うと考えられる。 

さらに，当事会社の申し出た措置によれば，ジクシスは，本件両統合が行わ

れる前と同等の競争力を維持することができると考えられる。 

 

(2) 経済分析 

本件問題解消措置について，前記第４の３(4)の本分析のモデルを用いて，

当該措置が価格変化率にどのような影響を与えるのか定量的な検証を行った

ところ，価格変化率は当該措置がない場合と比べ大きく下がり，ほぼ０に近い

という結果となった。このことから，当該措置は，定量的にみても有効なもの

であると考えられる。 
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２ 主燃油に関する措置（輸入促進措置） 

(1) 輸入促進効果 

輸入促進措置が履行された場合，主燃油を輸入しようとする措置利用者の備

蓄義務の負担（在庫金利，タンクの維持管理費用，タンク等の確保）及び心理

的な障壁が軽減されることから，当該輸入促進措置は，輸入を促進する効果を

持つものと考えられる。 

 

(2) 牽制力となる輸入数量について 

輸入促進措置により，直ちに市場シェア１０％に相当する輸入が実現すると

は限らないものの，当該輸入促進措置は，通常，一定程度の競争圧力として評

価される水準まで輸入を促進する措置といえること及び石油元売会社が，石油

元売会社以外の輸入を行う事業者の行動を高い確度で予測することは容易で

はなく，当該輸入促進措置により輸入数量が増加し，又は増加し得る状況を創

出すると考えられることから，石油元売会社による協調的行動が困難になると

考えられる。 

 

(3) 経済分析 

ＪＸ統合当事会社からは，内需の約１０％の輸入品が，当事会社の協調的行

動を牽制するのに十分であることを示す根拠として，当事会社が主燃油の卸売

価格を引き上げるインセンティブがあるか否かを，臨界損失分析29の枠組みを

用いて分析する経済分析が提出された。当該分析においては，主燃油の卸売価

格を引き上げた場合の臨界損失を計算し，当該臨界損失が内需の約１０％，す

なわち実際損失よりも小さいことを示している。かかる分析結果によれば，当

事会社は主燃油の卸売価格を引き上げても利益を最大化できず，卸売価格を引

き上げるインセンティブはないことになる。 

したがって，当該分析結果は，内需の約１０％の輸入品が，当事会社による

価格引上げを牽制するのに十分であることを示唆している。 

 

                         
29 ＪＸ統合当事会社から提出された分析は，通常，一定の取引分野の画定に係る分析として用いられる臨界損失

分析を応用して，当事会社が主燃油の卸売価格を引き上げるインセンティブがあるか否かを分析するものである。

一定の取引分野の画定に係る臨界損失分析においては，統合後の市場環境において仮想的独占企業が価格引上げ

を行ったときに，利益を最大化できる需要減少割合の上限値（臨界損失）と，価格引上げによって生ずると予想さ

れる需要量の減少分（実際損失）を比較し，実際損失が臨界損失より大きければ，価格引上げにより利益を最大化

することができないこととなる。 

仮想的独占企業の利潤最大化問題を想定した臨界損失は，以下の式で算定されるところ，今回の分析はこれに

準じた方法で臨界損失を算定している。 

臨界損失 ൌ
価格上昇率

仮想的独占企業の価格費用マージン率 2 ൈ価格上昇率
 

 実際損失は，今回の場合，本件肩代わり措置の対象となる内需の約１０％の数量である。これは，価格の引上げ

後に需要者が代替可能な数量である。 
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(4) 小括 

以上のとおり，本件問題解消措置を前提とすれば，主燃油について，協調的

行動に対する十分な牽制力となり得る輸入促進効果が認められると考えられ

る。 

 

３ 競争事業者の競争力維持のための措置 

本件問題解消措置が履行された場合，競争事業者は，少なくとも現在と同様の

価格水準で日本全国に主燃油等を供給することができることから，その競争力を

維持できるものと考えられる。 

 

第１１ 結論 

当事会社が本件問題解消措置を講じることを前提とすれば，本件両統合がプロ

パン，ブタン，ガソリン，灯油，軽油及びＡ重油の各元売業に関する一定の取引

分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 

 

以上 





確定 

排除措置命令 

・審査に必要な報告等の 

要請 

・第三者意見の受付 

意見聴取の通知 

３０日以内 

（第１次審査） 

排除措置命令を行

わない旨の通知 

（第２次審査）

（注）

取消訴訟 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（参考）企業結合審査のフローチャート 

意見聴取 

９０日以内 

排除措置命令を行

わない旨の通知 意見聴取の通知 

報告等の受理 

企業結合計画の届出受理

届出前相談（任意） 

排除措置命令を

行わない 

（注） 公正取引委員会は，審査期間において，

届出会社から説明を求められた場合又

は必要と認める場合には，その時点にお

ける論点等について説明する。また，届

出会社は，審査期間において，いつでも

意見書又は必要と考える資料（問題解消

措置含む。）を提出することができる。
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